
武官 と文官 一高麗王朝 における均衡状態の模索

エ ドワ ー ドJ.シ ュ ル ツ

ハワイ大学

機能的な社会において、武人と軍事力が果たす役割は不可欠である。時に武人の役割はわか

りやすいものだが、統治機関に吸収 されてわか りづらい場合 もある。統治権者であれば、武人

と廷臣、すなわち最終的に法と秩序を確立する役目を担 う者 と、直接的な武力に訴えることな

く統治を行お うとす る者 とのバランスをとらなければならない。朝鮮最後の王朝、李氏朝鮮

(1392-1910)で は、文官の優越とい う考えが採 られていた。つま り、廷臣が統治をするとい う

ことである。20世 紀に入ってか らも、韓国は武人対廷臣、軍対民とい う対立の解消に取 り組

んでいる。ほぼ30年 間(1961-1993)に わたって、同国は文民支配 という衣を脱ぎ捨て、軍指導

者による統治を受けたからである。

朝鮮で初めて諸国が台頭 した時代、いわゆる三国時代(?一661)においては、武器を取 り、戦

略的軍事同盟によって国を統治 した者が支配者となった。特権階級たる軍人は、朝鮮で最初の

統一国家、新羅(661-935)に おいても支配者となる。軍事的指導者は、中国の統治組織 を導入

し、秩序ある行政機関による統治を目指 した。しかし依然 として軍人は時の英雄であ り、武力

こそが優劣を決める決定的要素だった。新羅が滅亡すると、朝鮮では各地で対立が激化し、再

び武人が国の命運を左右する存在 となる。

高麗(918-1392)は 、軍事貴族によって象徴 される新羅か ら、ヤンバン(両 班)官 僚国家の

李氏朝鮮の時代までの過渡期である。高麗が支配した約5世 紀の間、同国が統治をめぐる様々

な問題に取り組むにつれ、武人 と廷臣との緊張関係が顕著になった。高麗は一人の武人によっ

て建国されたものの、時をおかず文官による支配が始まり、文官は武官の上に立っ存在 となっ

た。 しか し12世 紀中頃までに武人の逆襲が始まり、彼 らは1世 紀にわたって国を支配する。

やがて王朝末期になると(1270-1392)、 両者の対立に決着がつき、李氏朝鮮における文官優越

のお膳立てができあがった。本稿は、高麗における、武人 と廷臣、すなわち武官と文官との緊

張関係をとりあげ、高麗王朝が、国の分裂を引き起こした両者の深刻な緊張状態を解決 し、い

かにして両者の均衡を図ろうとしたかについて考察する。また、必要に応 じて、近代中国およ

び 日本における展開との比較を行 う。

高 麗 の成 立

9世 紀後半から10世 紀初頭にかけて、新羅の中央集権的支配が衰退すると、たちまち武人

が権力の空 白を埋めた。10世 紀始めには、すでに朝鮮半島は相対立する三国が支配する時代

に入っていた。ただし新羅は、半島の南東部でわずかばかりの権力を維持 していた。西南部に

新 しい支配者の甄萱が現れ、その北、半島中心部に、まず弓裔 とい う一人の戦士が、続いて高

麗王朝の創始者、王建(WangKon)が 登場する。彼 らは、戦場などで戦略的同盟を結びなが
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ら力を増 していった。 しかし、朝鮮統一を目指す武将として登場 したのは甄萱 と王建(Wang

Kon)で あった。

王建(WangKon)は 朝鮮西海岸お よび中国での海洋貿易で財をなした名家に生まれ、臨津

江(イ ムジン川)河 口近 くで育った。若い頃に地元の有力者だった弓裔の下で軍隊を率い、卓

越 した指導力 と巧みな戦術を見せっけた。彼はたちまちにして卓越 した武将となり、918年 に

は弓裔を倒 して高麗王朝を設立 した。王建(WangKon)が 成功 した理由の一つに、弓裔が次

第に暴君と化 し、常軌を逸 した行動をとるようになったことがあげられる。さらに、連合関係

を結ぶことによって、自らの権威を高め、安全を確保 しようとした他の武将たちの信頼が厚かっ

たことがあげられる。918年 に王位につ くと、半島の支配をめぐって、王建(WangKon)は 甄

萱 と対峙せざるをえなくなる。海上戦での知識ばかりでなく、地上戦での戦術でも優れた能力

を発揮 した王建(WangKon)は 、10年 以上にわたる抗争の末に甄萱を倒 し、936年 に国家の統

一を果たした
。

王建(WangKon)が 国家を統一できた理由は、武将としての彼の力にある。 しか し、新 し

い国家を支配 していくためには、王として指導力を発揮するしかなかった。彼は、古 くから多

くの武人を悩ませていたジレンマに直面した。戦に勝利 した武人の要求 と期待を満たしつつ、

いかにして統治 と安定を実現していくか、とい うことである。高麗では、1世 紀近 くにわたっ

て戦乱が続き、その間、武人が政策を決定していた。 しかし、新 しい指導部が生き残っていく

ためには、戦争への動きを抑え、平和志向の統治を進めてい く必要があった。王建(Wang

Kon)は 、軍事的同盟者たちを満足させながら、彼 らを廷臣へ と転向させる方法を模索 した。

王建(Wang:Kon)は 、かつて配下の武将だった者たちを新政権に吸収 し、 自らの味方につ

ける作戦に出た。また、彼 らが率いる軍隊で中央軍を編制すると同時に、自らの軍隊を中心に

して親衛隊を編制 した。さらに、武将たちには称号を与えると同時に、新政権での役割を与え、

多くの者には特権 として、それぞれの居住地における権力を認めた。彼は同盟者の軍事力を弱

体化 させる方法を探 り続けた。協力者や地方の他の領主が強くな りすぎないように、彼 らに一

族の者を其人(kiin)と して宮中に上がらせた。こうした人質政策は様々な面で効果を発揮 し、

この政策のおかげで、彼は自らの権力を不動のものとすることができたのである。さらに彼は、

自らの一族を武人と婚姻させることによって、彼 らを味方につけた。そ して彼 自身にも29人

の夫人がいた。他の者に対 しては、褒美として、「王」の姓を名乗ることを認めた。

王建(WangKon)は 、味方武将の野心を抑えようとする一方で、廷臣の育成を図った。古

代中国には、国は武によって勝ち取ることができるが文によって治めなければならないとい う

教えがある。王朝を創設 した時か ら、王建(Wang:Kon)は 、す ぐれた行政機構 を積極的に構

築 し、有能な人材を登用 し、官吏には自らの職務を適正に果たすよう命 じた1。943年 に亡くな

る以前に、彼は、自らの子孫に10の 戒めを遺し、仏教を広め、政治機構の崩壊 を回避す るよ

う命 じた。 とりわけ彼はす ぐれた統治に努めた。そ して、彼の考えによれば、そのためには、

批判を謙虚に受け入れる優秀な官吏が求められるのであった。彼は官僚 として能力に長けた者

を政権 に登用 した。そ して孔子の言葉で10の 戒めを表し、一族の者に対 して、誠意ある批判
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には耳を傾け、徳 と慈悲による支配を行 うよう命 じた。 しかし彼は、武人を大事にするように

言い添えた。 曰く、「戦士にはや さしく、そして手厚くせよ。強制労働の負担を軽 くしてやれ。

毎年秋には戦士の査閲を行 え。勇敢なる者には行賞を与え、昇進 させ よ」2王 建は、武人と廷

臣の双方に報いる政策を実行 したのである。

王 朝 に お け る 文官 の権 限強 化 と武 官 に対 す る優 越

王建(WangKon)の 死後数十年にわた り、後を継いだ王は、文人主導の組織や廷臣を政策

の実行にあたらせ、武人をその支配下に置 くとい う方針を採った。彼の死後、その3人 の息子、

恵宗(Hyejong)(943-945)、 定宗(Chongjong)(945-949)、 光宗(K:wangjong)(945-975)が 政権

の座を引き継いだ。武人と廷臣の反 目が、3人 の治世を不安定なものにした。恵宗(Hyejong)

が政権の座につくや、強大な軍事力を持つ武将が彼を倒そ うとした3。恵宗(Hyejong)の 治世

はわずか2年 で終わり、その後、弟の定宗(Chongjong)が 政権の座についた。定宗(Chongjong)

は高麗の首都、開京に渦巻 く権力政治から逃れるため、北の近代的なピョンヤン(Pyongyang)

に首都を移そうとした。この 目論見は実現 しなかったものの、政権に対する脅威は消えること

はなかった。王朝の創始者である王建(WangKon)は 、強力な軍事力と正当性を有 し、他の

武人か らの挑戦を打ち破ることができた。一方で彼の息子たちは、王室の権威を高めるのに必

死だったのである。

高麗王朝の第4代 国王、光宗(Kwangjong)は 、っいに政権の敵 と直接に対峙 し、政権の基

盤を確固たるものとした。武将の動きを抑えるべく、彼は様々な政策を実行 した。積極策 とし

ては、皇帝を名乗 り、開京を皇都 と呼ぶことで、王家の威信を高めようとした。 さらに文民出

身者を登用す る目的で、958年 には官吏の採用試験として科挙制を導入 し、後世に名を残すこ

とになる。こうした政策は、広範囲に影響を及ぼし、学校の拡充、それに伴 う国内での儒教の

普及、および実力主義の官僚制の導入をもた らした。有能な官僚を登用する以外にも、彼は中

国に目を向け、中国の賢者を宮廷顧問として招聘 した。

光宗(Kwangjong)は 、武人出身者 を冷遇 した。新羅の滅亡 と高麗の成立をもたらした戦で

は、多くの人々が、地元の豪族の奴婢となった。こうした人々は、武人にとっては経済力の重

要な要素 となったが、国の経済基盤を脅かす存在でもあった。そこで彼は、奴婢按検法を施行

したのである。この法律は、奴婢を解放し、 自由な地位を与え、結果として武人の経済基盤を

弱体化させようとするものであった。この法律には激 しい抵抗が起こり、彼は、国王たる彼の

意思に背 くものを残 らず粛清 した。その数年後、王建(WangKon)と 共に戦った者にも粛清

が及んだ。かくして光宗(Kwangjong)は 武人勢力の抑え込みに成功 し、高麗王朝は、文官優

位の政権へ と進んでい くのである。

その後の二人の支配者も、文官の権限強化を図った。光宗(Kwangjong)の 息子であ り、そ

の後継者でもあった景宗(975-981)は 、父が推 し進めた体制には経済的基盤が必要だと感 じ、

田柴科の施行を強行 した。この法律は、官吏の職にある者に対し一定額の土地を与えるという

ものである。この法律によって、軍人は、財政的に政府の支配下に置かれることとなった。武

人と廷臣に対する報酬は同じであったように思われるが、最終的にはこの法律によって、軍人
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よりも文官が優越す る結果になるであろ う。

成宗(Songjong)(981-991)の 治世では、武人と廷臣の区別が明確になった。もともとヤンバ

ン(両 班)と い う言葉は、文官 と武官の区分を表すものであったようだ。やがて、両者 を分け

る兆候が見え始める。高麗初期の思想家である崔承老(Ch'oeSungno)(927-989)は 、28項 目

にわたって成宗(Songjong)の 功績を褒 め称えた文章で、文官の重用を目的とした、この新 し

い支配体制の基盤を提供 した。崔(Ch'oe)は 、国家支配に儒教の教えを積極的に導入 しよう

として、質素倹約を奨励 し、儒教の教えの尊重を求めた。 さらに国王に対しては、中央の支配

を地方にまで拡大させ るよう求めた。そ うすることで高麗王朝は、国の隅々にまで影響力を行

使できるわけである4。地方の支配体制の青写真を決定するこの改革を断行す るにあたって、

成宗(Songjong)は 、中央政府の権限が地方にまで及び、 しかも地方豪族の動きを牽制できる

ように基盤を築いた。その後987年 、彼はすべての武器を没収 し、農具に作 り変えることで、

地方豪族の勢力をさらに弱体化 させた。

続いて高麗王朝では、重要な支配体制が整備 され、中国をモデルにした行政組織が設立 され

た。ここでも文官がきわめて重要な役割 を演じた。科挙制が定期的に行われるようになり、政

権に人材 を登用す るためのす ぐれた方法 となった。成宗(Songiong)は 首都に学校を設立させた。

その 目的の一つは、科挙に備えて学者を教育することであった。さらに彼 らを地方に派遣 して、

そこでの教育にあたらせた。10世 紀の終わ りには、官僚支配の確固たる基盤が完成 した。

これ と平行 して、成宗(Songjong)と その後継者は、軍事組織の整備に努めた。995年 頃か ら、

高麗王朝は二軍六衛(theTwoArmiesandSixGuards)を 組織し、これらが高麗における常

備軍 となった。こうした組織には、第一代王の味方武将を髣髴 とさせる要素もあったが、王朝

はこれ を制度に組み込む ことで、 自らの支配下に置いた5。これ らの組織の指揮官は、官僚の

家系であった可能性があるが、兵士は、軍班氏族 とい う武人の家系であった6。こうした一族

は、兵力を提供する見返りとして、国か ら俸給である特別な分担を受け取った。この制度によっ

て、高麗の軍隊は、農民軍を構成する中国の府兵(fu-ping)に は見 られないような、ある種の

プロフェッショナ リズムと威信を手にすることができた。通常、農民は労役に服し、大規模な

侵略が発生 した場合は兵力として国家に召集される。にもかかわらず、軍に関する日々の職務

については、依然として特定の階級の支配下に置かれた。

こ うした改革に伴い、次第に武人は廷臣に支配されるようになった。そ してその傾 向は、

998年 に実施 された政府内の階級改革により、いっそ う顕著になった。この改革によって、政

務と軍事が二分 されたのである。かいつまんで言えば、2段 階9等 級の階級制度が出来上が り、

文官が9等 級(各 等級はさらに上下に分かれる)す べてに地位を得たのに対 し、武官の最高位

は第3等 級 とされた。それ以上の昇進を望むのであれば、武官は武官たる身分を棄て、文官、

すなわち官僚にならざるをえない。これは、王朝の第1期 に定められた規範 とは正反対のもの

であった。 さらに王朝は俸給制度を改め、同位にある武官よりも文官の俸給を増や した。たと

えば、武官の最高位である大将軍は、土地130結(kyol)を 与えられたが、同位の文官は土地

140結(kyol)を 受け取った。 こうした格差は、1076年 まで続いたのである7。

武官が文官よりも冷遇されていた事実は、2つ の北部国境警備区域が、第3等 級上位 という

42



武官 と文官 一高麗王朝 にお ける均衡状態の模索

地 位 に あ る 、 文 官 の兵 馬 使(py6ngmasa)の 指 揮 下 に 置 か れ た こ とか ら も明 らか で あ る。 二

軍 六 衛(theTwoArmiesandSixGuards)で も、軍 事 力 の集 中が 抑 え られ た。 つ ま り、 各 部

隊 を分 離 独 立 させ 、一 人 の軍 人 が 軍全 体 を 動 か す こ とが で き ない よ うに した の だ。 軍 隊 は さ ら

に、 ほ とん どの場 合 に文 官 が長 官 を務 め る、兵 部 の 管轄 下 に置 か れ た。

成 宗 の 治 世 か ら1170年 に軍 事 ク ー デ ター が 起 こ る ま で の あ い だ 、 高麗 で は 、 意 識 的 に 文 官

優 越 策 が採 られ た。 文 民 た る廷 臣 が 、支 配 的 な 地位 を独 占 した の で あ る。 武 官 が 外 交使 節 と し

て 中国 を訪 問す る こ とは皆 無 と言 っ て よ か った 。 ま た 、武 官 が 政 府 の最 も高 い地位 に就 く こ と

も、 あ る い は 国 の 重 要 政策 を審 議 す る、 枢 密 院(SecurityCouncil)に 参加 す る こ と もほ とん ど

なか っ た 。 武 官 が政 策 決 定 に ほ とん ど関 与 で きな い とい う実 態 は、 毅 宗(Uijong)の 治 世(1146-

1170)に さ らに 明 白 に な っ た 。 当 時 、 文 民 主 導 の政 権 内 で 官 職 に 就 い て い た の は96人8。 十 分

な資 料 が ない た め 、 これ らの人 物 達 のそ の 後 を 正確 に調 査 す る こ と はで きな い。

文 民 の構 成(毅 宗(Uijong)の 治 世(1146-1170))

合 計96

文 官91(95%)

武 官5(5%)

試 、験41(42%)

これ ら の 人 々 は 、 文 民 主 導 の 政 権 で 、 特 権 的 部 署 一 中 書 門 下 省(RoyalSecretariatand

Chancellery)、 枢 密 院(TheSecurityCounci1)、 御 史 台(theCensorate)、 お よ び 六 部

(theSixMinistries)一 に あ り、 しか も科 挙 制 に お い て 知 貢 挙(officialexaminers)を 務 め

る者 で あ る。 うち 、5人(5%)が 、 武 官 の 家 系 と され る。 た だ し、5人 は いず れ も、 最 高 の政

策 決 定 機 関 で あ る、 宰 相(TheStateCouncil,Chaesang)に 参 加 して い な い。 軍 事 政 策 を決

定 す る枢 密 院(TheSecurityCouncil)、 文 民 支 配 の と りで で あ る 、 吏 部(theMinistryof

Personnel)、 礼 部(MinistryofRites)、 お よび 台諌(theCensorialorgans)に も全 く参 加 し

て い な い 。 し か し 、2名 が 兵 部(theMinistryofMilitaryAffairs)に 、 ま た 、刑 部(the

MinistryofPunishment)、 戸 部(theMinistryofRevenue)、 お よび 工 部(theMinistryof

PublicWorks)に そ れ ぞ れ1名 が入 省 して い る。うち3人 は 、名 前 ば か りの 尚書 省(Department

ofMinistries(Sangsodosong))の 一員 で も あ った9。

政府 は 国 の運 営 に民 間 の学 者 の 教 え を導 入 した。 当時 の有 力 なイ デ オ ロ ギー は 、儒 教 の 教 え

に 基 づ く も の だ っ た。 王 朝 初 期 の 頃 は 、 中 国 の統 治 規 範 を取 り入 れ 、 さ らに 、 あ る 中国 の 教 え

を忠 実 に 守 っ た。 す な わ ち、 い い 鉄 で 釘 を作 らない よ うに、 優 れ た人 材 を兵 士 にす るな と。 慶

州 金 氏 、 光 山金 氏 、慶 源 李 氏 、 海 州 崔 氏 な どの文 官 の家 系 が 、 特 権 的地 位 を独 占 した 。 当時 の

中国 と同 じく、文 官 が 特 権 的 地位 を独 占 し、文 民 官僚 が社 会 階 層 の頂 点 に 立 っ て いた の で あ る。

国 防 の 必 要 性 が増 大 した 時 期 に こ う した 文 官 偏 重 の傾 向が 強 ま っ た こ とは 、皮 肉 な め ぐ り合

わ せ で あ っ た 。993年 、 高 麗 の 北 方 にい た 契 丹 が 、 初 めて 侵 攻 して き た。 最 初 こそ 高 麗 王 朝 は

そ の 攻 撃 を凌 い だ もの の 、10世 紀 初 頭 に は 契 丹 か らの2度 の 更 な る攻 撃 を 受 け 、 国 土 は疲 弊

した 。 強 固 な 国 防 の必 要 性 は明 らか だ った もの の、 契 丹 に対 峙 した 軍 の指 導 者 は 、 訓 練 を っ ん

だ 軍 人 で は な く、官 僚 で あ った 。 か く して 、 政 府 は開 京 と宮 廷 の防 衛 のた め に常 設 の 皇都 軍 を
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動員 し、さらに文官の指揮の下、敵を撃退すべく緊急部隊を北へ向かわせたのである。政権内

部のごたごたが、1009年 には契丹につけいる隙を与 えた。北西部を管轄する指揮官、康兆が

王朝の方針に不満を抱き、1009年 に毅宗(Uijong)を 王位から引きず りおろした。契丹はこの

機に乗 じて攻撃をしかけたのである。

1018年 に平和が回復す ると、高麗には1世 紀半におよぶ安定と繁栄の時代が到来する。そ

の間、官僚は権力の絶頂を極め、武官は冷遇 され続けた。この間にも、王朝が武将に命 じて国

防に当たらせた時期があった。12世 紀始めには、北方の女真族が国境を脅かし、王朝は軍隊

を派遣することになった。1126年 、文民官僚が王朝に叛旗を翻し、再び軍人が、その制圧に

乗 り出さざるをえなかった。1135年 に、一人の僧が政権の分裂を狙って、北部に新 しい首都

を建てた時も、やはり軍隊の出動が要請 された。こうした事件のたびに、武官は文官の命令に

従わなければならなかった。なぜなら彼 らが政策を決定 したからである。 しか し、軍部の支援

がなければ叛乱を鎮圧することはできず、武将は政権の維持に自らが果たす役割を決 して忘れ

なかった。

武人の社会的地位は曖昧であった。文官も武官も、9等 級の第5等 級以上になれば、 自動的

に特権を与えられる。たとえば、官位の後継者を指名する権利、子息を特別な学校に入学 させ

る権利、土地の払い下げを受ける権利などである。杞渓廬(:KigyeNo)や 忠州梁(Ch'ungju

Yang)氏 といったエ リー ト軍人の一族は、文民が占めていた高い地位に親族を就けた。1110

年、王朝は軍事試験を採用し、各階層に必要な能力が定められた。能力に基づ く兵の採用は、

軍のプロフェッショナリズムを高める結果となった。

しかし、12世 紀の中ごろには、すでに軍人の不満は頂点に達 し、彼 らは政権に叛旗 を翻 し

た。彼 らの不満は、12世 紀始めの数十年間にわたって燻 り続けていたのである。当初は高く

評価 されていた軍事試験も、開始後23年 目の1133年 に突然に廃止されることとなった。その

理由は、文官が武官の台頭を快く思わなかったからである10。位の低い官吏や兵卒は、肉体労

働や公共事業といった、兵士にあるまじき仕事をや らされることが多かった11。国の防衛に多

大な貢献をしているにもかかわらず、社会的にも、政治的にも、そ して経済的にも、軍人は冷

遇されていたのである。これは実に皮肉な状況である。なぜな ら高麗のエ リー ト文官は、女真

族の撃退に失敗 した中国宋の体制を模範 として、自国の支配体制を築き上げたと言っても過言

ではないからだ12。さらに、こうした事件が、軍部の地位にさらなる影響を及ぼしたとも言え

よう。1140年 代に北方の国境地帯が安定すると、王朝は、国境警備の必要性 をあま り感 じな

くなった。そのため、「軍部の力が低下 し、官僚に有利な状況をもた らした13」と言える。 こ

うした経緯から、文官支配の下、武官は不満をつの らせていったのである。

軍部の不満は毅宗(uijong)の 時代(1146-1170)に 爆発 し、1170年 にはクーデターが起 こっ

た。毅宗(Uijong)は 、快楽 と旅行を好んだ。深夜におよぶ宴では、軍人が毅宗(Uijong)の そ

ばに立ち、泥酔した彼とその側近の警護を行った。文官は傲慢になり、時には警護iの者に向かっ

て放尿 した り、またある時は彼らをか らかった。高麗史によれば、ある時、6フ ィー トを超え

る大男で、後の1170年 のクーデターの首謀者でもある、鄭中夫将軍の長い灰色の髭を、エ リー
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ト官 僚 の一 族 の廷 臣 が冗 談 の つ も りで 燃 や して しま っ た とい う14。宦 官 も武 官 を馬 鹿 に し、 一

触 即 発 の 状 態 に な っ た。 于学 儒(UHangyu)と い う軍 人 は 、 軍 人 の 鬱積 した不 満 を次 の よ う

に 吐 露 した 、 「かつ て私 は、 父 か ら こ う言 わ れ た こ とが あ る 、『軍 人 は あ ま りに も長 い 間 不 当 な

扱 い を 受 けて き た 。怒 っ て 当然 で は な い の か?』 と」15

武 人 政 権(1170-1270)

1170年 のクーデターで、軍人が王朝の支配権を握ったものの、新 しい支配者は、それまで

の文官主導の構造を維持 したままであった。クーデターの目的を果たすためには、一部の文官

の存在が重要だったし、そうしたエリー ト文官は軍人と密接に協力し合ったからだ。 さらに、

王朝を統治するためには、文官主導の国家構造を利用する必要があると軍指導者は考えた。そ

うした国家構造には、税を徴収 し、政策を実行するために必要な仕組みが整備 されていた。王

朝と文官の遺産を維持し、また表面的にはそれを守ろうとしているように見せかけることで、

軍指導者は、自らの権威を正当なものにしようとした。

明宗(Myongjong)の 時代(1170-1197)も 中ごろになると、クーデター首謀者の当初の努力や

多くの文官の支援にもかかわらず、高麗王朝は滅亡の危機に瀕した。軍人同士の権力争いの中

か ら、奴婢の出身で、前王の毅宗(Uijong)を 殺害 した とされる、李義旻が政権を握 る機会を

得た。彼 は10年 以上にわたって王国を支配 したが、当時国内では、奴婢や農民、および僧の

反乱がいたるところで勃発し、国家崩壊 も間近と思われる有様であった。 このように、政治的

に も社 会 的 に も不安定 な状 況 が頂 点 に達 した ところで、新 た な軍人 、崔 忠献(Ch'oe

Ch冠ngh6n)が 登場するのである16。

エ リー ト軍人の血筋を標榜する崔忠献(ChbeCh芝ungh6n)と その子孫は、ただちに国家の再

建に着手 した。そして、以後60年 を費や して、様々な変革と構造改革を行い、その結果、高

麗には一定の安定 と治安がもた らされた。崔忠献(Ch'oeCh'ungh6n)は 、徐々に様々な政策を

行ったが、つまるところそ うした政策は、彼の権威を確固たるものとし、政権の分裂を招 く勢

力を抑え込むためのものであった。結局、彼は二元的構造に依存することになるのである。つ

ま り、王朝の正統な機関と、支配のための彼独 自の組織である。 しか し、まず彼は従来からの

政府機関に依存 して、政治的安定を実現しようとした。

崔忠献(ChbeCh'unghδn)が 政権に登用 した人材を見てみると、彼の方針がどんなものであっ

たのかが分かり、また、軍人が支配する社会においても文民が重要な役割を果たし続けていた

ことが うかがえる。新政権で最高の地位に就いた者についての調査結果は、以下の通 りである。

文民の割合一崔忠献(Ch'oeCh'unghδn)の 治世(1196-1219)17

合計

文官

文官?

武官

両方

不明

80

43(54%)

10

16(20%)

3

18
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試験

崔 一族

20(25%)

6

文 官 主 導 の構 造 に あ っ て 、軍 人 の血 を 引 く者 の割 合 が低 い こ とは一 目瞭 然 で あ る。 文 官 が組

織 の54%(43人)に 達 して い る こ とか ら、 こ の 「武 人 支 配 」 の 時 代 で も、 官 職 にお い て は文 官

が優 勢 で あ っ た こ とが 明 らか で あ る。 同様 に 、科 挙 は 、 文 民 が公 職 につ くた め の登 竜 門 と して

相 変 わ らず 重 要 で あ っ た。 少 な く と も、20人(25%)が 試 験 に合 格 して い る。 崔 忠 献(Ch'oe

Ch'ungh6n)の 時 代 、試 験 は頻 繁 に 開催 され 、年 間合 格 者 数 は飛 躍 的 に増 加 した18。

依 然 と して文 官 出 身者 が 、 宰 相(theStateCounci1)の 役 職 の ほ と ん どを独 占 した 。 定安 任

ChonganIm、 昌原 崔Ch宜ngwonChbe、 慶 州 金 氏 とい っ た名 家 出身 者 が名 を連 ね てい る。 毅

宗(Uijong)、 明 宗(Myongjong)、 神 宗(Sinjong)(1197-1204)の 三 人 の王 の姪 で あ る任 濡(Im

Yu)は 、崔 忠 献(ChbeChミungh6n)が 政 権 を握 っ た 当初 か ら、宰 相(theStateCouncil)の 役

職 につ い た19。 崔 讌(ChbeTang)と 崔 読(Ch'oeSon)は 兄 弟 で あ り、 東 州 崔 氏 の 一 族 だ

が 、 共 に科 挙 に 合 格 し、 宰 相(t:heStateCouncil)の 一 員 で あ っ た20。 慶 州 金 氏 の 血 を 引 く金

鳳 毛(KimPongmo)も 名 家 の 出 で 、 し か も 崔 忠 献(Ch'oeCh,ungh6n)と 近 しい 関 係 に あ っ

た 人 物 で あ る。21他 に も、 海 州 崔 氏 一 族 と文 化 柳 氏 一 族 が い る。 この エ リー ト集 団 の 中 に名 前

が 見 当た らな い の は 、1世 紀 前 に は政 権 の 中枢 に い た 、慶 源 李 氏 お よび 光 山金 氏 一 族 で あ る。

崔 忠 献(ChbeCh芝ungh6n)は 、 文 官 の一 族 と文 官 主 導 の構 造 を支 え と して 、 自 らの 権 力 を

維 持 した。1196年 に政 権 を 武 力 で 勝 ち 取 っ た 時 か ら、 彼 に とっ て 、 正 当性 が 最 も重 要 で あ っ

た 。 そ の 重 大 な 時 期 にエ リー ト文 官 の 協 力 を取 り付 けた こ とで 、彼 は 自 らの 権 限 を確 固 た る も

の に した の で あ る。 行 政 能 力 に 長 けた 文 官 指 導 者 た ち は、 国 の 支 配 に 必 要 な 専 門 的 知識 を提 供

し、彼 の権 力 を確 保 す る に 当 た っ て手 腕 を発 揮 した の で あ る22。彼 は、宰相(theStateCouncil)

と各 部 を 通 じて政 治 を行 い 、 さ らに 、 これ ら組 織 で 自 ら様 々 な役 職 を こ な した 。 さ らに 台 諌

(censorialoffices)の 活 動 に も関 心 を 持 ち、 こ こで も役 職 に就 い た 。

崔 忠 献(Ch'oeCh'ungh6n)に は 、 従 来 か らの 王朝 の 統 治機 構 を無 視 す る こ とが で き な か っ

た 。 後 世 の歴 史 家 は、 彼 の支 配 を 「王 権 の 汚 れ た奪 取 」 と位 置 づ け てい る が23、,崔 は 王 室 に 関

す る問題 を検 討 す るた めに 、意 識 的 に 宰相(theStateCouncil)を 召 集 した 。特 に神 宗(Sinjong)

の死 期 が 迫 る と、 王 権 の移 譲 に当 た って 安 定 性 が担 保 され てい る こ とを印 象 付 け るた め、 彼 は

宰 相(theStateCouncil)の 力 を頼 っ た 。 王族 の 処 遇 に 関 して新 た な 問 題 が生 ず る と、 論 議 の

た め に再 び 宰 相(theStateCouncil)を 召 集 した24。 宰 相(theStateCouncil)の メ ンバ ー は 頻

繁 に彼 と面 会 し、 儀 式 や 政 府 主 催 の 宴 に 出席 した25。

文 官 主 導 の構 造 で は、 文 民 が 役 職 を ほ ぼ独 占 した が 、軍 事 色 が強 くな っ てい る こ とは明 らか

だ っ た。 兵 部(theMinistryofMilitaryA登airs)で は 、確 認 され た6人 の うち、 文 官 で あ る

こ とが 明 白な の は 半 数 に す ぎ な い。 御 史 台(Censorate)で も こ の 割 合 は 同 じで あ る。 毅 宗

(Uijong)の 時 代 とは 明 らか に 異 な り、 軍 人 は 、 主 要 な政 府 機 関 で 重 要 な 役 割 を果 た して い た。

崔 忠 献(ChbeCh,ungh6n)は 重 房(theCouncilofGenerals)を 再 編 成 した。 これ は も と

も と、1170年 の ク ー デ ター に続 く統 治 に お い て 重 要 な役 割 を果 た し、 政 策 決 定 に一 役 買 った
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機関である26。さらに、崔忠献(ChbeCh芝unghδn)の 時代には、軍人が公式使節の一員 とし

て、中国北部の女真国に幾度 となく派遣された27。軍人は文官が行 う職務を多く行ったが、そ

の逆に、文官としての訓練を受けた者が武官になる場合 もあった。武人政権時代には、文官 と

武官の流れを汲む者が次から次へ と部署を変わったため、職務の配置に新たな流動性が生まれ

た28。

崔忠献(ChbeCh「unghδn)は 、息子の璃(U)(d.1249年)が 次の王になるように画策 し、璃

(U)は 自らの権力を息子の抗(Hang)(d.1257年)に 譲った。璃(U)の 治世には、モンゴル とい

う新たな敵が高麗を脅かした。この強力な敵に対峙するために崔(Chbe)氏 は、政権内の勢力

とその私的軍隊を動員 した。 こうした組織ではモンゴルの勢いを食い止めることができないと

わかると、崔(Chbe)氏 は僧や農…民を動員し、さらに新たな部隊を編成 した。 しかし崔(Chbe)

氏の必死の努力にもかかわらず、高麗はモンゴルを撃退することができなかった。モンゴルが

もたらした混乱によって崔(Chbe)氏 の権限は弱ま り、文官による支配の復活に道を開いた。

崔(Chもe)氏 の最後の支配者、崔竝(ChbeUi)が1258年 に倒れる前か ら、文民による支配が

再び始まっていた。実際には、武人政権時代にも、文民による支配が完全になくなったわけで

はない。 ほぼ1世 紀にわたって軍人が政策 を決定 していたが、彼 らは文官の専門的意見に頼 ら

なければ、有効な支配ができないことに気 がついたのだ。文官のリーダーシップを維持するこ

とで、彼 らは一層の正当性 を手に入れ ることができたが、文民主導とい うイデオロギーを浸透

させ る必要があった。しかし、このイデオロギーは、結局は軍人支配とい う考えと対立するも

のであった。高麗においては、国王が権力の頂点に立った。崔(Choe)氏 の指導者たちは、 自

らの必要性に適 うよう王を操ったものの、国内の結束を維持するため、公には王の意見に従っ

た。そ してこの二重構造の中に、崔(Chbe)氏 の崩壊の種が潜んでいた。結局、こうした国内

情勢とモンゴルの侵略とが重なって、武人政権が崩壊 していったのである。

崔(Chもe)氏 の統治時代に、文官の指導者が再び登場すると、高麗の性質も変わった。武官

と文官の区別が曖昧になり、結果として両者が様々なかたちで混 じりあうことになった。軍人

が科挙の試験に合格 した。このことは、官吏が儒教の教えについて学び、古典に秀でるように

なった時代の到来を意味 している。文官は柔軟になり、軍事関連の役職を拒否することもなく

なった。官職を占める出身一族の顔ぶれがそうした変化を反映 している。高麗王朝の初期の頃

は、官職によって出身一族が文官か武官のいずれかに分かれていたが、いまや、そ うした相違

は世代間でも見られるようになった。慶州金氏一族の台瑞T'aesoは 文官であったが、た くさ

んの息子に恵まれた。すると一人は文官になり、二人は武官になった。鄭叔瞻(ChongSukch'om)

は、河東鄭(HadongChong)一 族の名だたる武将であったが、その息子の一人は科挙に合

格 し、文官になった29。毅宗(Uijong)や 明宗(Myongjong)の 時代に見 られたような文官と武官

の紛争や対立はなくなり、相互の信頼 と協力が生まれた。もはや軍人一族の出身者でも、役職

に就くことが不可能ではなくなったのだ。

日本 と朝鮮は、ほぼ同時期に武人の支配する時代に入った。両国の状況は多くの点で酷似し

ている。両国とも、宮廷でのエリー ト文官の対立が新たな紛争を生み、それを武人が解決した。

主導権争いの時期を経て、 日本では源頼朝が、そ して朝鮮では崔忠献(ChbeChhngh6n)が 登
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場し、それぞれの国を新 しい方向に導いた。この二人の将軍は支配権を握ると、 自らの行為を

王室もしくは天皇の正当性 とい う衣で包んだ。それと同時に、宮廷から独立した組織を確立 し、

公的機関と私的機関が並存する二元的体制に基づいて統治を進めたのである。二人は家臣制度

を利用し、自分たちに仕える人材をこれ らの組織に登用 した。これによって、両者は効率的な

支配体制を導入 し、それぞれの社会に対する支配を強化 していった。

こうした類似点があるにもかかわらず、両者の支配は根本的に異なっている。100年 後、朝

鮮では文官政権が復活 したのに対 し、日本ではそれから何世紀にもわたって、武士が社会的規

範を維持 したのである。崔(Chbe)氏 と高麗王朝 との関係 と比較した場合、鎌倉幕府の階級制

は、宮廷から全く独立していた。 日本では、平安時代末期、私的関係による支配 とい う明確な

伝統が登場したが、高麗王朝にはそのような伝統は存在 しない。高麗王朝は国家のあらゆる地

域を完全に支配し、国中に自らの権力を浸透 させようと躍起になった。外敵か ら国を守るため

に、高麗には強力な中央王朝が常に必要だったのである。そしてこの体制の頂点に立っ者 とし

て、武人政権時代に全 く力を持たなかった としても、王は正当性を体現する存在であった。 日

本では、地方自治や武士文化が育った。朝鮮ではそれ と対照的な現象が起こった。崔忠献(Ch'oe

Ch芝unghon)は 国家を支配するために、私的な組織 を整備 しながらも、王朝内の多くの機関を

復活させ、エリー ト文官と密接な協力関係を持ち、それによって文民主導 とい う伝統の重要性

を再確認 したのである。

高 麗 王 朝 後 期

文官の指導者が国家全体に支配を回復するまでには時間がかかった。始まりは1258年 の崔

誼(ChもeUi)の 暗殺であった。文官の柳暾(YuKyong)と 武官の金唆(KimChun)は 、

崔竝(Ch'oeUi)暗 殺に加担 したが、かつて馬丁だった林衍(ImYon)は 計画を変更して金

(:Kim)を 殺害 し、父の後を継いで王位 についていた元宗(Wonjong)(1259-1274)を 退位させ

ようとした。林衍(lmYon)と 多数の武官は、モンゴル との和睦を主張す る文官に反対 した

が、1260年 代初頭には、すでにモンゴルの支配は絶対的であり、軍の指導者にも抵抗は不可

能だった。1270年 、武人政権は、林衍(ImYon)の 息子の暗殺によって最後を迎える。軍人

の多くはモンゴルによる支配を受け入れようとせず、三別抄(Sambyolchb)と して有名な反乱

軍を組織 したものの、結局、高麗とモンゴルの連合部隊によって1273年 に鎮圧 された。その

後、モンゴルが、文官主導の高麗を支配することになる。

高麗の人々は、武人政権の時代を決 して忘れることはなかった。後世の儒教学者は、武人政

権の時代を、文民支配 とい う基準からすれば常軌を逸 した時代だと評 したが30、武人政権以後

の100年 は、軍事的な指導者が責任ある立場に居座 り続けた。王朝では、1170年 の軍事クーデ

ター以前に武官が経験 していたような激 しい差別が再び行われることはなかった。モンゴルの

支配下にあっても、高麗は制度上の変革を行い、政府内において武官は文官と対等な立場に立っ

ていたのである。

高麗王朝後期には、様々な要素が原因となって武人の地位が向上 した。三別抄(Sambyolch'o)

の鎮圧のために、王朝は軍隊の力を借 りた。そ して鎮圧に成功すると、モンゴルは以前か ら計
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画 してい た 日本侵 略 の た め にそ の 軍 隊 を派 遣 した。 武 力 に よっ て高 麗 を征 服 したモ ン ゴル 人 は 、

勇 猛 果 敢 な武 人 を信 頼 し、軍 事 的 伝 統 を重 ん じた。 モ ン ゴル は 、支 配 の た め に武 人 を利 用 す る

こ とを躊 躇 しな か っ た の で あ る31。

JohnDuncanに よれ ば 、1260年 か ら1394年 に か け て 、2660人 が 文 民 主 導 の 官 僚 機 構 で 官

職 に 就 い て い た32。 この 時 期 の 宰 枢(StateCouncilor)800人 の うち、Duncanが 出身 を確 認 で

き た の は689人 で あ った 。 そ の うち11%に あた る79人 は 、軍 人 の一 族 の 出 で あ った 。 確 か に こ

の 割 合 は 、武 人 政 権 時代 よ り も低 い 。 しか し、1170年 の クー デ タ ー 以 前 に比 べ れ ば は るか に

高 い 数 字 で あ る。Duncanは 、 墓 碑 銘 に名 前 を 刻 ま れ た 人 物 の経 歴 を調 べ 、 昇 進 の 傾 向 を 明 ら

か に しよ う と した 。 彼 が 調 査 した20人 の うち 、 武 官 か ら王 朝 内 の特 権 的 な役 職 に就 い た 者 は

7人 で あ っ た33。

こ の7名 の う ち の5名 が 、 宰 枢(StateCouncilor)に 就 任 し て い る。 鄭 仁 卿(Chong

Ingyong)、 元 善 之(WonSonji)、 お よび 趙 延 寿(ChoYonsu)の3人 は 、父 や 祖 父 が 王朝 の

高 官 で あ っ た 。Duncanは 、 平 壌 趙Py6ngyangChoの 血 を 引 く趙 延 寿(ChoYonsu)の 例 を

詳 し く取 り上 げ て い る。 彼 は 蔭 敍(theprotectiveappointment)に よっ て様 々 な 官位 に就 い た

後 、 軍 の録 士(Recorder(noska))に な った 。17歳 で科 挙 に合 格 し、文 武 両 面 で役 職 に就 い た。

31歳 の 時 に はす で に宰 枢(StateCouncilor)に 就 任 して い た34。 他 の2人 も趙 と同 じ く軍 人 の

一 族 の 出 で
、 当然 の こ とな が らく 文武 両 面 で 役 職 に就 き、 政 権 の 最 高位 に ま で 上 りつ め た。

忠 穆(Ch'ungmok)王(1344-1348)お よ び 忠 定(Ch'ungjong)王(1348-1351)の 時 代 の 宰 相

(StateCouncil)の 構 成 を見 て も、 こ の点 は 明 らか で あ る。 この2人 の 王 の 時 代 、78人 以 上 が

宰 枢(StateCouncilor)に 就 任 した と され るが 、 そ の うち の14%に あ た る11人 は、 明 らか に 軍

人 の 血 筋 を引 い て い た35。つ ま り武 官 の 宰枢(StateCouncilor)の 数 は 、 武 人 政 権 時 代 ほ ど多 く

は ない も の の 、 武 官 が 宰枢(StateCouncilor)に 就 任 す る こ とが ほ とん どな か った 高 麗 王朝 初

期 に比 べ る と明 らか に多 い 。

Py6nTaesopが 独 自に行 っ た 高 麗 後 期 の 研 究 か ら、 さ ら な る事 実 が 明 らか に な っ た 。 高麗

王 朝 の 外 交 使 節 と して元 王 朝 に派 遣 され た 官 吏 の多 くが 、武 官 とい う肩 書 きで あ っ た とい うの

だ 。 趙 仁 規(ChoIngyu)な どの 通 訳 や 前 述 の鄭 仁 卿(ChongIngyong)は 武 官 で あ っ た。

これ らの者 や 軍 人 一 族 の 出身 者 は、 高 麗 王 朝 後 期 に様 々 な役 割 を果 た して い る。 た とえ ば 、 宮

廷 顧 問 、 外 交 使 節 、 あ るい は宰 枢(StateCouncilor)で あ る36。示禺(U)王 の 治 世(1374-1388)下

で、 軍 人 は特 に積 極 的 な役 割 を果 た した 。 次 第 に 曖 昧 に な りつ つ あ った 、武 官 と文 官 の 境 界 線

をた め らわず に越 え て い っ た の だ。 文 武 両 方 の官 職 を 同 時 に こ なす 者 も いれ ば、 科 挙 に 合 格 し

な が ら、 武 将 とな る道 を選 ぶ 者 もい た37。 社 会 的 に 見 れ ば、 エ リー トー 族 か ら学者 や武 将 を輩

出す る場 合 と構 図 は 同 じで あ る。 文 民 一 族 の 女性 が武 官 一族 の男 性 と結 婚 し、学 者 の息 子 が 武

将 の娘 と結 婚 した38。

高 麗 王 朝 の初 期 に比 べ れ ば 、 軍 人 は は る か に恵 ま れ た 地 位 に あ っ た 。1170年 の ク ー デ ター

の精 神 的 ダ メ ー ジ と、 そ の 後1世 紀 にお よ ぶ 武 人 支 配 の お か げ で 、文 官 の傲 慢 な態 度 は影 を潜

め た。 さ ら に 、約100年 の あ い だ 、 高麗 は モ ン ゴル の 支 配 下 に 置 か れ た 。 も と も とモ ン ゴル の

支 配 者 は 、 軍 人 を優 遇 す る こ と も冷 遇 す る こ と もな か っ た た め 、 軍人 は 、過 去 の呪 縛 か ら解 放
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され、勢力を拡大 していったのだ。モンゴルが宗主国としての役割を果たすこともあったが、

高麗はやはり、南か ら執拗に攻撃する日本の海賊、さらには北から攻め込む契丹から自国を守

らなければならなかった。やがて14世 紀半ばになると、元の衰退 と明の台頭から生 じた中国

北部の混乱に直面せざるをえなくなる。 こうした危機にあたっては、国を守るための軍事的能

力に長けた人材が求められた。高麗が滅亡し、李氏朝鮮が興る14世 紀末近 くになると、軍人

が最低限の尊:敬と責任を保ちながら、武人と廷臣、言い換えれば武官と文官による集団指導体

制が実現 したのである。

結 論

高麗王朝の成立以来、武官は、国家の防衛という制度上の責任を担ってきた。王朝は武官に、

文官と同 じ特権の多くを与え、その地位を守るために様々な階級や禄を制定 した。5等 級以上

になると、蔭敍(protectiveappointment)に 基づいて、下位の役職の後継者を指名す ること

ができるうえに、その子息には、首都のエ リー ト学校への入学が優先的に認められた。軍人に

は、土地の割 り当て、禄、およびその他の特別な助成金が与えられ、わずかではあるが財政的

な保障も準備 された。 こうした特権は、王朝の最初の100年 で制度化され、王朝の滅亡まで続

いた。当初、文官はこれらの方法を利用して軍人を懐柔し、やがて軍人も王朝の支持に回るよ

うになった。

軍人の社会的地位はさらに曖昧であった。彼らは自らが受け継いだ遺産に誇りを持ち、伝統

に威厳 と自信を加えた。国の防衛に立ち上がらなければならないのは軍部だということをはっ

きり自覚した軍人の一族が次々に現れ、やがてその子孫が武将へと育っていった。このような

一族は
、王朝のいつの時期にも存在する。 しかし、すべての軍人が、このような名家の出だと

い うわけではない。文民の場合 とは対照的に、軍人はそれほどの名家の出ではなくても、政府

の要職に就 くことができたのだ。この点で言えば、貧しい家の出の者にも、公職に就 く機会を

与えるとい う点で、軍は、社会的に重要なはけ口を提供していた可能性がある。 しかし、軍に

は様々な出身の者がいて、中には学力に欠ける者 もいた。そのため、彼 らの社会的地位は、文

民のそれ と比べて低かったと言える。

軍人は偏見を経験せ ざるをえなかった。それに比べると、文官は様々な理由から、より尊敬

される存在であった。文官の指導者であることは、読み書きの能力に長けていることを意味し

た。こ うした技術を身につけることは、高い軍事的能力を身につけるよりもはるかに大変で、

しかも知的能力を要求されるものと考えられた。文官の血筋の者は、自らが社会的に尊敬され、

低い身分の出という辱めを受ける必要がないと考えていた。このような態度は、高麗王朝の最

初の数世紀に最 も顕著だったものだが、 これこそが1170年 のクーデ ターを引き起こした と言

える。さらに武人政権の時代ですら、武官 と文官の不平等は続いていた。著名な軍人の一族は、

自らの子孫に科挙を受けさせ、文官として出世 させることで、文人優越の原則を維持 し、文人

優先の規範を受け入れようとした。

軍指導者が武力によって国家を支配 した武人政権時代を除き、一番手っ取 り早 くしかも確実

に最高位まで上 り詰める方法は、文官になることだった。重大な問題に直面 しても、王朝は常
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に武力に拠らない解決方法を選んだといっても過言ではない。中国の伝統的政府と同様、宥和

政策や賄賂、あるいは外交が失敗に終わった時に限 り、武力に訴 えるとい う方針である。武力

の行使は、政治的手腕の一つにすぎなかったのだ。高麗の人々にとって、国の創始者たる王建

(WangKon)以 降、最も偉大な英雄は読み書きと外交に長けた文官たちだった。新羅の人々

は武人を見習お うとしたが、高麗では、学者が尊敬されたのだ。軍人であることではなく、読

み書きにすぐれているとい うことが、平民にも貴族にも、一番受け入れられた価値だった。

しかし、高麗の中期には、こうした文官に対する高い評価も次第に変わっていった。軍事クー

デターによって、ようやく軍人が国家の政策決定において自らの役割を示すようになった結果、

国の方向性が変わり、一時的に、武官が優遇されるようになった。そして王朝の後半になると、

武人政権の時代もモンゴルによる支配の時代も、文官主導の管理体制が緩和されたことで、文

官と武官を隔てていた境界が曖昧になった。国家の支配において、軍人が、積極的でしかも尊

敬 される役割を果たすようになっただけでなく、社会的にも、軍人の一族と文民の一族 との違

いが曖昧になっていった。文官の武官に対する優越は王朝の後期まで続いたが、両者のあいだ

の緊張関係は無きに等 しかった。

高麗のような強力な中央集権国家では、軍部は、文官主導の政治構造を補完する立場に置か

れる。中央集権制を完成させる過程で、高麗が中国に倣って支配体制を整備 しようとした時、

軍事的伝統が議論の中心となった。当初、宮廷やエ リー ト文官は、自らが軍人よりも優越 して

いると主張したが、国境の警備や国内治安の維持といった国としての必要性から様々な問題が

生じた結果、軍人は自らが置かれた逆境に耐えることができたのである。武器を手に戦うとい

う伝統を頼 りに、軍人は戦 うか、あるいは全面的に服従せざるをえなかった。高麗王朝最後の

世紀に、軍事的伝統の重要性を再確認 した上で、再び文官支配が主張されるようにな り、妥協

が成立した。高麗は中国にも日本にも似ていない。文官主導の組織の発達と国家の小ささが相

まって、高麗は、 日本のような群雄割拠に陥ることがなかったのである。 しか し、文官主導の

宋の衰退 を目の当た りにし、さらには特権階級たる軍人による支配 とい う本来の伝統に気づく

と同時に、北と南か らの侵略者から断固として国を守らなければならない とい う現実に直面 し

たことで、王朝後期における武官の役割の強化が促されたのである。この点は中国と全く対照

的と言えよう。
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 [Abstract] 

Courtiers and Warriors: A Search for Equilibrium in Kory6 Society 

                    Edward J. SHULTZ 
                             University of Hawai'i 

Warriors founded both the Koryb kingdom in 918 and the Chos6n kingdom in 1392, 

but courtiers, men of letters, established the norms of these two societies. This paper 
studies specifically Kory6 (918-1392), examining the dynasty's search to balance the 

warrior and the courtier. This was not an easy task for although it was the force of 
the warrior that unified Korea, the new leaders understood the necessity of introducing 

civil institutions and promoting men of administrative talent in order to govern. By 
the middle of the eleventh century, courtiers dominated Korya and great, civil aristocratic 

families monopolized government offices. Kory6, adapting the norms of China that 
called for civil supremacy, enjoyed a long period of peace during which the status of 

the military steadily declined. Generals and soldiers struck back and took control of 
the kingdom for 100 years from 1170 to 1270. The new commanders introduced a 

number of institutional changes that had a striking resemblance to developments in 
Japan at the same time. But even during this century of military rule, the generals, 
realizing that they could not govern effectively without the aid of scholars, reaffirmed 

the importance of civil values. In Kory6s final century, which saw direct Mongol inter-
vention, the kingdom achieved a balance between the warrior and courtier. Although 

civil norms remained the aspired tradition, military officers garnered respect as the 
warrior and courtier achieved a balance in which they worked with each other in 

governing the kingdom.
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